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※「倒闘憎織割、「②路線鐙備裂Jのそれぞれに寄付用地(後退J用地)内に存在する工作物等の移設について、
助成制度があります.

(幅員4m未満の道路)
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通れないよ~…

避難や救助活動が困難。

救急車や消防車が入りづ5い。

火災時には延焼しやすい。
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建築基準法に基づく衡昆用地について、

土地所有者等と協議を行い、建物の建

て替えの時期はどに合わせて順次拡

幅工事を進めます。
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拡幅整備の事業効果が認められる一

定の区間において、土地の寄付が得ら

れる場合は整備を行います。一度に整

備を行うことにより、安心・安全な生活

道路を早期に確保することができます。
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.車の離合が困難。

・歩行者や自転車にとっても危険0

・ゴミの収集作業が困難。

既曹の11鞠
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i霊祭基準法では、傾員4m釆満の狭あい道路に後する数I也に獲物を建築する電車合、

原則として道路中'L'、線から2maiで誠治を後退することが繁務づけられています。
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事業制度の説明も併せて行います。

[ ① 事前協議の申出 ] 後退用地の警備・管理、助成等について協議します。

協議成立

[ ② 事前協議確認書の締結 事前協議確認蓄を市と土地所有者で締結します。

道路として
自主管理される場合

福岡市が行うことE 土地所有者等に
行っていただくこと

[③ 後退用地の確定のための測量 ]

• LA盟盟企空設 I 
※r~ ・線、持軍皇室、立木などの支障物件について
mの基準に萎づき算定した移設資周を助成します.

[ @ 後退用地の整備承諾 I 
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[ ④ 後退用地の整備工事 I 
2器市の構造基準に合わせて箆自書していただき
髭偏重量周を助成します。

[ @ 補助金の受領 I 
ーーー'酔 [ ⑫ 繍助金の受領 I 

[ ⑩ 土地所有者が管理 I 
[⑬道路区織に編入し市が管理 E ※鴎定資産税・都市針路税カ哩年より非縁税となります。



（住宅都市局）

（道路下水道局）
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